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（
特
例
無
限
責
任
中
間
法
人
の
み
な
し
解
散
）

第
三
十
七
条

特
例
無
限
責
任
中
間
法
人
が
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
第
三
十
三
条
第
一
項

の
登
記
の
申
請
を
し
な
い
と
き
は
、
当
該
特
例
無
限
責
任
中
間
法
人
は
、
そ
の
日
が
経
過
し
た
時
に
解
散
し
た
も
の

と
み
な
す
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
者
が
清
算
人
と
な
る
。

一

社
員
（
次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
定
款
に
よ
っ
て
特
例
無
限
責
任
中
間
法
人
の
業

務
を
行
う
べ
き
社
員
を
定
め
て
い
る
と
き
は
、
当
該
社
員
に
限
る
。）

二

定
款
に
定
め
る
者

三

社
員
の
過
半
数
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
た
者

３

商
業
登
記
法
第
七
十
二
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
節

民
法
及
び
民
法
施
行
法
の
一
部
改
正

（
民
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
八
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中

「
第
三
章

法
人

第
一
節

法
人
の
設
立
（
第
三
十
三
条
e

第
五
十
一
条
）

第
二
節

法
人
の
管
理
（
第
五
十
二
条
e

第
六
十
七
条
）

第
三
節

法
人
の
解
散
（
第
六
十
八
条
e

第
八
十
三
条
）

第
四
節

補
則
（
第
八
十
四
条
・
第
八
十
四
条
の
二
）

第
五
節

罰
則
（
第
八
十
四
条
の
三
）

」 を
「
第
三
章

法
人
（
第
三
十
三
条
e

第

八
十
四
条
）」に
改
め
る
。

第
一
編
第
三
章
第
一
節
か
ら
第
五
節
ま
で
の
節
名
を
削
る
。

第
三
十
三
条
の
見
出
し
を「（
法
人
の
成
立
等
）」に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

学
術
、
技
芸
、
慈
善
、
祭
祀し

、
宗
教
そ
の
他
の
公
益
を
目
的
と
す
る
法
人
、
営
利
事
業
を
営
む
こ
と
を
目
的
と

す
る
法
人
そ
の
他
の
法
人
の
設
立
、
組
織
、
運
営
及
び
管
理
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
そ
の
他
の
法
律
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
三
十
四
条
か
ら
第
八
十
四
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
法
人
の
能
力
）

第
三
十
四
条

法
人
は
、
法
令
の
規
定
に
従
い
、
定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款
で
定
め
ら
れ
た
目
的
の
範
囲
内
に
お
い

て
、
権
利
を
有
し
、
義
務
を
負
う
。

（
外
国
法
人
）

第
三
十
五
条

外
国
法
人
は
、
国
、
国
の
行
政
区
画
及
び
外
国
会
社
を
除
き
、
そ
の
成
立
を
認
許
し
な
い
。た
だ
し
、

法
律
又
は
条
約
の
規
定
に
よ
り
認
許
さ
れ
た
外
国
法
人
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
認
許
さ
れ
た
外
国
法
人
は
、
日
本
に
お
い
て
成
立
す
る
同
種
の
法
人
と
同
一
の
私
権
を
有

す
る
。
た
だ
し
、
外
国
人
が
享
有
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
権
利
及
び
法
律
又
は
条
約
中
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
権

利
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
登
記
）

第
三
十
六
条

法
人
及
び
外
国
法
人
は
、
こ
の
法
律
そ
の
他
の
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
登
記
を
す
る
も
の

と
す
る
。

（
民
法
施
行
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
九
条

民
法
施
行
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
九
条
乃
至
第
二
十
八
条

削
除

第
四
節

民
法
及
び
民
法
施
行
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置

第
一
款

社
団
法
人
、
財
団
法
人
等
の
存
続
等

（
社
団
法
人
及
び
財
団
法
人
の
存
続
）

第
四
十
条

第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
民
法
（
以
下
「
旧
民
法
」
と
い
う
。）第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り

設
立
さ
れ
た
社
団
法
人
又
は
財
団
法
人
で
あ
っ
て
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
は
、

こ
の
節
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
一
般
社
団
・
財
団
法
人
法
の
規
定
に
よ
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般

財
団
法
人
と
し
て
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
社
団
法
人
の
定
款
を
同
項
の
規
定
に
よ
り
存
続
す
る
一
般
社
団
法
人
の
定
款

と
、
同
項
の
財
団
法
人
の
寄
附
行
為
を
同
項
の
規
定
に
よ
り
存
続
す
る
一
般
財
団
法
人
の
定
款
と
み
な
す
。

（
外
国
法
人
の
登
記
）

第
三
十
七
条

外
国
法
人
（
第
三
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
外
国
法
人
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。）が
日
本
に
事
務
所
を
設
け
た
と
き
は
、
三
週
間
以
内
に
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

外
国
法
人
の
設
立
の
準
拠
法

二

目
的

三

名
称

四

事
務
所
の
所
在
場
所

五

存
続
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
定
め

六

代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
三
週
間
以
内
に
、
変
更
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
記
前
に
あ
っ
て
は
、そ
の
変
更
を
も
っ
て
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

代
表
者
の
職
務
の
執
行
を
停
止
し
、
若
し
く
は
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
者
を
選
任
す
る
仮
処
分
命
令
又
は
そ
の

仮
処
分
命
令
を
変
更
し
、
若
し
く
は
取
り
消
す
決
定
が
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
後
段
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
す
べ
き
事
項
が
外
国
に
お
い
て
生
じ
た
と
き
は
、
登
記
の
期
間
は
、
そ
の
通
知
が

到
達
し
た
日
か
ら
起
算
す
る
。

５

外
国
法
人
が
初
め
て
日
本
に
事
務
所
を
設
け
た
と
き
は
、そ
の
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
登
記
す
る
ま
で
は
、

第
三
者
は
、
そ
の
法
人
の
成
立
を
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

外
国
法
人
が
事
務
所
を
移
転
し
た
と
き
は
、
旧
所
在
地
に
お
い
て
は
三
週
間
以
内
に
移
転
の
登
記
を
し
、
新
所

在
地
に
お
い
て
は
四
週
間
以
内
に
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

同
一
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
お
い
て
事
務
所
を
移
転
し
た
と
き
は
、
そ
の
移
転
を
登
記
す
れ
ば
足
り
る
。

８

外
国
法
人
の
代
表
者
が
、
こ
の
条
に
規
定
す
る
登
記
を
怠
っ
た
と
き
は
、
五
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

第
三
十
八
条
か
ら
第
八
十
四
条
ま
で

削
除

第
八
十
四
条
の
二
及
び
第
八
十
四
条
の
三
を
削
る
。

第
六
百
八
十
八
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

清
算
人
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

現
務
の
結
了

二

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三

残
余
財
産
の
引
渡
し

第
六
百
八
十
八
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

清
算
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
百
二
十
七
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
は
、
相
続
債
権
者
及
び
受
遺
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出
を
し
な
い
と
き
は
弁
済
か

ら
除
斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
限
定
承
認
者
は
、
知
れ
て
い
る
相
続
債
権
者

及
び
受
遺
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
九
百
二
十
七
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

限
定
承
認
者
は
、
知
れ
て
い
る
相
続
債
権
者
及
び
受
遺
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

第
九
百
五
十
七
条
第
二
項
中
「
第
七
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
九
百
二
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。
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